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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等が含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第９期中及び第９期は中間(当期)純損失を計上し

ているため記載しておりません。また、第10期中及び第10期に係る潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 連結子会社である株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを平成18年11月20日付で第三者に売

却したため、平成18年12月31日現在の連結貸借対照表は作成しておりません。このため、第10期について

は、連結経営指標等の一部については記載しておりません。 

４ 第11期中より中間連結財務諸表を作成していないため、当中間連結会計期間に係る主要な経営指標等の推移

については、記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 1,073,786 922,522 ― 1,984,460 2,022,405

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) △205,042 81,112 ― △762,360 220,051

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △287,944 102,893 ― △955,380 238,385

純資産額 (千円) 1,094,694 613,756 ― 421,037 749,048

総資産額 (千円) 1,916,371 1,404,109 ― 1,355,172 ―

１株当たり純資産額 (円) 255.90 138.90 ― 98.42 169.51

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△)

(円) △67.31 23.55 ― △223.33 54.25

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 57.1 43.7 ― 31.1 ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △195,207 139,823 ― △339,731 354,723

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 25,798 46,053 ― 68,492 38,688

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △116,766 △26,491 ― △4,431 △114,156

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(千円) 622,964 792,854 ― 633,468 912,724

従業員数 (名) 91 69 ― 88 ―



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等が含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第９期中、第９期及び第11期中は中間(当期)純損

失を計上しているため記載しておりません。また、第10期中及び第10期に係る潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 

３ 第10期及び第10期中より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日)を適用しております。 

４ 中間キャッシュ・フロー計算書は第11期中より作成しているため、第10期以前の営業活動によるキャッシ

ュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び現金及び現金同

等物の中間期末(期末)残高については記載しておりません。 

  

回次 第９期中 第10期中 第11期中 第９期 第10期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 1,026,731 923,213 671,081 1,880,405 2,023,096

経常利益又は 
経常損失(△)

(千円) △245,202 99,373 △177,264 △761,589 256,915

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(千円) △347,828 10,640 △222,052 △1,029,111 164,633

持分法を適用した場合 
の投資損益

(千円) ― ― △17,938 ― △33,087

資本金 (千円) 903,025 948,145 948,145 903,025 948,145

発行済株式総数 (株) 4,345,600 4,486,600 4,486,600 4,345,600 4,486,600

純資産額 (千円) 1,101,035 517,298 449,078 416,832 671,090

総資産額 (千円) 1,892,938 1,306,994 1,052,127 1,336,397 1,432,668

１株当たり純資産額 (円) 257.38 117.07 101.63 97.44 151.87

１株当たり中間(当期) 
純利益又は中間(当期) 
純損失(△)

(円) △81.31 2.44 △50.25 △240.57 37.47

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ― ― ─ ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ─ ― ―

自己資本比率 (％) 58.2 39.6 42.7 31.2 46.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △173,972 ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △42,357 ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) ― ― △101,997 ― ―

現金及び現金同等物の 
中間期末残高

(千円) ― ― 594,398 ― ―

従業員数 (名) 75 69 80 75 69



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社及び当社の関係会社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありませ

ん。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、他社から当社への出向者を含む、就業人員であります。 

２ 当中間会計期間において従業員数が、前事業年度末に比べ11名増加しておりますが、これは営業力強化に

  伴う採用増によるものであります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

  

従業員数(名) 80



第２ 【事業の状況】 

前事業年度に連結子会社がなくなったため、当中間会計期間は非連結決算へ移行しており、中間連

結財務諸表は作成しておりません。このため、「事業の状況」については、当社個別の内容を記載し

ております。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国経済は、好調な企業業績を背景に設備投資の増加傾向が続いてお

り、雇用環境の改善から個人消費も堅調に推移し、引き続き緩やかな拡大基調を維持しております。

当社が属するインターネット業界におきましては、ブロードバンド環境の普及や携帯電話の定額料金

制の導入などを背景に、引き続きインターネット利用者が増加しております。また、ブログ（日記風

簡易型サイト）やＳＮＳ（コミュニティ型会員制サービス）といった消費者参加型のメディアが定着

するなど、インターネットの利用目的やサービス内容は技術の進化とともに一層多様化しており、そ

の可能性と影響力は、今後もさらに広がっていくものと思われます。 

 このような環境のもと、当社は平成19年度を新たな事業を試みる「挑戦の１年」として位置づけ、

あらゆる可能性を探りながら、出来るだけ多くの事業を立ち上げ、当社にとって新たな収益源となる

事業を生み出すことを最重要課題としてチャレンジしてまいりました。 

 しかしながら、メール広告を中心とする既存事業の売上減少が影響し、その結果、当中間会計期間

における売上高は671,081千円となり、前中間会計期間に比べ252,132千円の減少（前年同期比27.3％

減少）となりました。 

 商品別に売上高を見ますと、Ｅコマース事業「ドリームカタログ」の売上高は173,740千円となり、

前中間会計期間に比べ70,711千円の増加（前年同期比68.6％増加）し、さらに新たな商品としてブロ

グ記事掲載型広告「パブログ」の売上高が9,799千円計上されたものの、それ以上に、一部の金融系ク

ライアントの広告出稿自粛など市場環境悪化の影響を受け、主力のメール広告「ＤＥmail」等の既存

広告商品の売上高が大きく減少いたしました。 

  

商品別の売上高につきましては次のとおりです。 

 
  

当中間会計期間における売上原価は、主にＥコマース事業の業容拡大に伴い、219,703千円となり、

前中間会計期間に比べ64,431千円の増加（前年同期比41.5％増）となりました。また、販売費及び一

般管理費は、主に人件費や広告宣伝費の削減等により、629,516千円となり、前中間会計期間に比べ

45,987千円の減少（前年同期比6.8％減）となりました。 

期 別 前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自 平成18年１月１日 （自 平成19年１月１日 （自 平成18年１月１日

  至 平成18年６月30日）   至 平成19年６月30日）   至 平成18年12月31日）

項 目 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

オプトインメール® 
「ＤＥmail」

千円 ％ 千円 ％ 千円 ％

618,975 67.0 335,241 49.9 1,350,120 66.8

ＨＴＭＬマガジン 
「マグスタ」

107,106 11.6 70,947 10.6 205,151 10.1

ブログ記事掲載型広告 
「パブログ」

─ ─ 9,799 1.5 681 0.0

インターネットリサーチ 
「ターゲットリサーチ」

91,748 9.9 69,358 10.3 156,130 7.7

Ｅコマース 
「ドリームカタログ」

103,028 11.2 173,740 25.9 307,471 15.2

その他 2,355 0.3 11,994 1.8 3,540 0.2

合計 923,213 100.0 671,081 100.0 2,023,096 100.0



 上記の結果、経常損失は177,264千円（前年同期は99,373千円の経常利益）となり、大阪オフィス

移転に伴う固定資産除却損等の特別損失を計上し、中間純損失は222,052千円（前年同期は10,640千円

の中間純利益）となりました。 



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ318,326千円減少し、594,398

千円となりました。 

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は173,972千円となりました。これは主に税引前中間純損失220,832千

円から、有価証券評価損や固定資産除却損等の非資金的費用を除いた結果によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は42,357千円となりました。これは主に投資有価証券の取得による支

出等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は101,997千円となりました。これは長期借入金の返済による支出によ

るものです。 

  

※前事業年度までは連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、前年同期と比較しての分

析的な記載は行っておりません。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社では、当中間会計期間において生産に該当する事項はありません。 

  

  

(2) 仕入実績 

当中間会計期間の仕入実績を事業の商品別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 金額は、仕入価格によっております。 

  

  

(3) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業の商品別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 受注残高は、広告主から申込書を受け入れており、いまだ役務を提供していないものの金額を記載して

おります。 

  

  

仕入高(千円) 前年同期比(％)

Ｅコマース「ドリームカタログ」 146,646 ＋86.2

合計 146,646 ＋86.2

受注高
(千円)

前年同期比
(％)

受注残高
(千円)

前年同期比 
(％)

オプトインメール® 
 「ＤＥｍａｉｌ」

335,241 △45.8 ─ ─

インターネットリサーチ 
「ターゲットリサーチ」

69,358 △24.4 ─ ─

ＨＴＭＬマガジン 
「マグスタ」

72,237 △45.9 41,190 △30.6

ブログ記事掲載型広告 
「パブログ」

9,799 ─ ─ ─

Ｅコマース 
「ドリームカタログ」

173,740 ＋68.6 ─ ─

その他 11,994 ＋409.2 ─ ─

合計 672,372 △29.2 41,190 △30.6



(4) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業の商品別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

販売高(千円) 前年同期比(％)

オプトインメール®「ＤＥｍａｉｌ」 335,241 △45.8

インターネットリサーチ「ターゲットリサーチ」 69,358 △24.4

ＨＴＭＬマガジン「マグスタ」 70,947 △33.8

ブログ記事掲載型広告「パブログ」 9,799 ─

Ｅコマース「ドリームカタログ」 173,740 ＋68.6

その他 11,994 ＋409.2

合計 671,081 △27.3

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

デジタル・アドバタイジン
グ・コンソーシアム㈱

583,666 63.2 281,395 41.9



３ 【対処すべき課題】 

当社は以下の課題に取り組んでまいります。 

①収益改善に向けた取り組み 

当社は、当中間会計期間におきまして178,138千円の営業損失を計上しております。当社は、当該状況

を早期に解消すべく、営業力強化による既存事業の売上拡大や、新規事業の更なる育成・拡大、経費削

減の更なる徹底といった諸施策を速やかに講じてまいります。 

②新たな商品の開発 

当中間会計期間におけるダイレクトＥメール広告「ＤＥmail」の売上構成割合は49.9％であり、HTML版

マガジン広告「マグスタ」の同10.6％を含めたメール広告の売上構成比は60.5％と依然高い比率であり

ます。しかしながら、メール広告の飛躍的な成長を見込めない市場環境と判断される中、こうしたメー

ル広告依存型のビジネスモデルから脱却すべく、新規商品であるブログ記事掲載型広告「パブログ」や

既に事業提携を発表した「バズポスト」など、新たな収益基盤の構築に向けて、クライアント企業及び

消費者のニーズに的確に対応した新商品の開発を進めてまいります。 

③Ｅコマース事業の強化 

インターネット利用者人口が増加し、Ｅコマース（電子商取引）の利便性が認知されるとともに、その

市場が急拡大する中、当社では積極的にＥコマース事業の拡大に取り組んでまいります。自社ショッピ

ングサイトにおけるマーチャンダイジング力の強化及び他社との業務提携による新たなサービスの提供

などに加え、物販サービスの枠にとらわれない新たなビジネスの可能性を模索してまいります。 

④会員データベースの質的向上及び量的維持 

当社のアセットの中核となる会員データベースの質的向上・量的維持に取り組むとともに、情報運用に

おける管理体制を強化し、信頼のおけるアクティブで質の高いデータベースを蓄積していくことで、競

争優位性の強化と収益の拡大を図ってまいります。 

  

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、新たな経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

  

５ 【研究開発活動】 

当中間会計期間において、研究開発活動について特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、本社を大阪オフィスから東京オフィスへ移転し、旧本社の設備について除却

いたしました。この結果、固定資産除却損21,942千円を特別損失に計上しております。 

 当中間会計期間末現在の設備の状況は、次のとおりであります。 

 
(注)１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ２ ソフトウェアその他の内訳は、ソフトウェア22,604千円、差入保証金138,563千円でありま

す。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備計画の完了 

当該事項はありません。 

  

(3) 重要な設備の新設、除却等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  

会社（所在地） 事業別の名称 設備の内容

帳簿価格
従業員数
(名)建物 器具備品

ソフトウェ
アその他

合計

東京オフィス 
（東京都港区）

全社
サーバ設備 
事務所内装設備 
事務用パソコン

19,370  14,521  99,027  132,919  55 

大阪オフィス 
(大阪市北区）

全社

配信設備 
サーバ設備 
事務所内装設備 
事務用パソコン

8,489  15,431  62,140  86,061  25 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 

② 【発行済株式】 

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使(旧商法に基づ

き発行された新株引受権の権利行使を含む。)により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は、次のとおりで

あります。 

臨時株主総会の決議日(平成13年５月28日) 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 13,382,400

計 13,382,400

 

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年９月18日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 4,486,600 4,486,600
大阪証券取引所
ヘラクレス市場

―

計 4,486,600 4,486,600 ― ―

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)   304,000 (注)２、３   304,000 (注)２、３

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000 (注)４ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年５月28日から
平成23年５月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,000
資本組入額 500

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年５月28日開催の臨時
株主総会及び同日開催の取締
役会の決議に基づき、当社と
付与対象者の間で締結する
「新株引受権付与契約」に定
めるものとする。(注)５

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

― ―



(注) １ 当該ストックオプションは、当社取締役、使用人及び新事業創出促進法第11条ノ５第２項に規定する認定支

援者に対して付与したものであります。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではな

くなった株式の数を控除した残数を記載しております。 

３ 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージ

ョン・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込

金額を意味する。 
  

調整前新株数 × 調整前払込金額 
調整後新株数 ＝ ―――――――――――――――――― 

調整後払込金額 
  

４ １株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、

次の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。 
  

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額 
調整後払込金額 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新発行株式数 
  

５ 主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

① 権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの証券取引所に上場さ

れた日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる端株は(ウ)に繰り越すものとする。 

(ア) 株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができ

る。 

(イ) 株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使すること

ができる。 

(ウ) 株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。 

② 上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日

後１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。 

③ 権利を付与された者(ただし、認定支援者を除く)が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これ

を行使することはできない。 

  その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定めるところによる。 

  

臨時株主総会の決議日(平成13年11月16日) 

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)  3,700 (注)１，２  3,700 (注)１，２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,000 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成13年11月16日から
平成23年11月15日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格 1,000
資本組入額 500

同左

新株予約権の行使の条件

平成13年11月16日開催の臨時
株主総会及び同日開催の取締
役会の決議に基づき、当社と
付与対象者の間で締結する
「新株引受権付与契約」に定
めるものとする。(注)４

同左

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

― ―



(注) １ 新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、権利付与対象ではな

くなった株式の数を控除した残数を記載しております。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株を発行するとき

は、次の調整式により調整される。なお、調整前払込金額は、１株当たりの払込金額の調整式(コンバージ

ョン・プライス方式)による調整前の払込金額を意味し、調整後払込金額は、同調整式による調整後の払込

金額を意味する。 
  

調整前新株数 × 調整前払込金額 
調整後新株数 ＝ ―――――――――――――――――― 

調整後払込金額 
  

３ １株当たりの払込金額は、当社が株式分割等により払込金額を下回る価格で新株の発行が行われる場合は、

次の調整式(コンバージョン・プライス方式)により調整される。調整により生じる１円未満の端数は切り上

げる。なお、合併、資本の減少、株式の併合等が行われる場合にも調整されるものとする。 
  

既発行株式数×調整前払込金額＋新発行株式数×１株当たり払込金額 
調整後払込金額 ＝ ――――――――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新発行株式数 
  

４ 主な新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。 

① 権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録された日、又はいずれかの証券取引所に上場さ

れた日(以下「株式公開日」という。)以降、以下の区分に従って、付与された権利の一部又は全部を行使

することができる。なお、(ア)又は(イ)の場合に生ずる単元未満株は(ウ)に繰り越すものとする。 

(ア) 株式公開日の１年後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の１の権利を行使することができ

る。 

(イ) 株式公開日の１年６ヶ月後の応答日以降、付与された権利のうち、３分の２の権利を行使すること

ができる。 

(ウ) 株式公開日の２年後の応答日以降、付与された権利のすべてを行使することができる。 

② 上記①に従い権利行使が可能となった新株引受権は、権利を与えられた者が死亡した場合には、死亡の日

後１年内に限りその相続人が新株引受権を行使することができる。 

③ 権利を付与された者が、当社の役員又は使用人たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

  その他の条件については、本総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する「新

株引受権付与契約」に定めるところによる。 

  



② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権(ストックオプション)

に関する事項は、次のとおりであります。 

定時株主総会の決議日(平成15年３月27日) 

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、

権利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数につ

いて行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
  

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 
  

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個) 554 (注)１ 554 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)   55,400 (注)１、２    55,400 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 880 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成16年６月１日から
平成20年５月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   880
資本組入額  440

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者 ( 以下、「新 株予 約権
者」という。)のうち、当
社の取締役及び従業員並び
に当社子会社の従業員は、
新株予約権の行使時におい
ても当社及び当社子会社の
取締役、監査役及び従業員
の地位にあることを要す
る。ただし、任期満了によ
る退任、定年による退職の
場合はこの限りではない。

②新株予約権者のうち、社外
協力者は、新株予約権の行
使時においても、社外協力
者であること、又は当社及
び当社子会社の取締役、監
査役及び従業員であること
を要する。

③新株予約権の譲渡、質入れ
その他処分及び相続は認め
ない。

④その他の条件については、
本総会及び取締役会決議に
基づき、当社と新株予約権
者との間で締結する「新株
予約権割当契約」に定める
ところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

― ―



３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円

未満の端数は切り上げる。 
  

１ 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――― 

分割・併合の比率 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く)は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。 
  

新規発行株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋――――――――――――――――――― 

新規発行前の時価 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 
  

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

  

定時株主総会の決議日(平成17年３月25日) 

 
(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、

権利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。 

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個)  1,251 (注)１  1,231 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)   125,100 (注)１、２   123,100 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 758 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成20年１月１日から
平成22年５月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   758
資本組入額  379

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者 ( 以下、「新 株予 約権
者」という。)は、新株予
約権の行使時においても当
社及び当社子会社の取締
役、監査役及び従業員の地
位にあることを要する。た
だし、任期満了による退
任、定年による退職の場合
はこの限りではない。

②その他の条件については、
当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところに
よる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

― ―



２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

  ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
  

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 
  

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円

未満の端数は切り上げる。 
  

１ 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――― 

分割・併合の比率 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。 
  

新規発行株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋――――――――――――――――――― 

新規発行前の時価 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 
  

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

  

定時株主総会の決議日(平成18年３月24日) 
中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数(個) 805 (注)１ 795 (注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)    80,500 (注)１、２   79,500 (注)１、２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 708 (注)３ 同左

新株予約権の行使期間
平成22年１月１日から
平成26年12月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   708
資本組入額  354

同左

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた
者 ( 以下、「新 株予 約権
者」という。)は、新株予
約権の行使時においても当
社及び当社子会社の取締
役、監査役及び従業員の地
位にあることを要する。た
だし、任期満了による退
任、定年による退職の場合
はこの限りではない。

②その他の条件については、
当社と新株予約権者との間
で締結する「新株予約権割
当契約」に定めるところに
よる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するときは
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する 
事項

― ―



(注) １ 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、権利付与対象者の権利行使および退職等に伴い、

権利付与対象ではなくなった新株予約権の数及び株式の数を控除した残数を記載しております。 

２ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。 

  ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 
  

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 
  

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分

割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。 

３ 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円

未満の端数は切り上げる。 
  

１ 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――― 

分割・併合の比率 
  

また、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合 (新株予約権の行使により新株

を発行する場合を除く) は、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整による１円未満の端数は

切り上げる。 
  

新規発行株式数×１株当たり払込金額 
既発行株式数＋――――――――――――――――――― 

新規発行前の時価 
調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × ―――――――――――――――――――――――――――― 

既発行株式数＋新規発行による増加株式数 
  

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除し

た数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を

「１株当たり処分金額」と読み替えるものとする。 

さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

  該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成19年６月30日 ― 4,486,600 ― 948,145 ― 270,876



(5) 【大株主の状況】 

平成19年６月30日現在 

 
(注)  当社は自己株式67,760株(1.51％)を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 

  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,200株(議決権32個)含まれておりま

す。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式60株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

デジタル・アドバタイジング・
コンソーシアム株式会社

東京都渋谷区恵比寿４－20－３ 2,011,700 44.84

井 筒 雅 博 京都府長岡京市 995,100 22.18

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１－８－11 397,500 8.86

井 筒 基 博 京都府長岡京市 72,000 1.60

井 筒 和 子 京都府長岡京市 72,000 1.60

井 筒 和 博 京都府綾部市 72,000 1.60

京都中央信用金庫 京都市下京区四条通宝町東入函谷鉾町91 51,000 1.14

中信ベンチャーキャピタル株式
会社

京都市下京区四条通宝町東入函谷鉾町91 26,200 0.58

国際保険株式会社 大阪市北区紅梅町５-25 24,000 0.53

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１-13-１ 23,980 0.53

計 ― 3,745,480 83.48

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

67,700
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

4,418,400
44,184 ―

単元未満株式
普通株式

500
― ―

発行済株式総数 4,486,600 ― ―

総株主の議決権 ― 44,184 ―



② 【自己株式等】 

平成19年６月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、大阪証券取引所ヘラクレス市場におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社エルゴ・ブレインズ

東京都港区赤坂 
八丁目４番14号

67,700 ― 67,700 1.51

計 ― 67,700 ― 67,700 1.51

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

高(円) 685 770 630 560 450 476

低(円) 453 560 525 433 285 263



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年1月1日から平成18年12月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸

表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年

６月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)

及び当中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査

法人により中間監査を受けております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

平成18年11月20日付で連結子会社であった株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを第三

者に売却したため、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成11年大蔵省令第24

号）第５条第２項により、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関す

る合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、当中間連結会計期間より中間連結財務諸

表は作成しておりません。 

 なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

資産基準        0.0% 

売上高基準       0.0% 

利益基準        0.0% 

利益剰余金基準     0.1% 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

平成18年11月20日付で連結子会社であった株式会社アルゴノーツ及び株式会社ディープラネットを第

三者に売却したため、前連結会計年度につきましては、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及

び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますが、連結貸借対照表は作成しておりません。ま

た、当中間連結会計期間につきましては、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 

前中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 792,854

 ２ 受取手形及び売掛金 191,268

 ３ たな卸資産 3,758

 ４ その他 24,609

   貸倒引当金 △180

   流動資産合計 1,012,309 72.1

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 81,495 5.8

 ２ 無形固定資産 30,701 2.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 143,517

  (2) 差入保証金 123,080

  (3) 破産更生債権等 123,355

  (4) その他 13,005

   貸倒引当金 △123,355

   投資その他の資産 
   合計

279,602 19.9

   固定資産合計 391,799 27.9

   資産合計 1,404,109 100.0



 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 15,447

 ２ １年以内返済予定 
   長期借入金

379,663

 ３ 未払金 79,382

 ４ 未払法人税等 5,084

 ５ その他 32,846

   流動負債合計 512,423 36.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 200,000

 ２ 長期借入金 50,178

 ３ ポイント引当金 27,572

 ４ 繰延税金負債 179

   固定負債合計 277,929 19.8

   負債合計 790,352 56.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 948,145 67.5

 ２ 資本剰余金 627,838 44.7

 ３ 利益剰余金 △922,012 △65.6

 ４ 自己株式 △40,477 △2.9

   株主資本合計 613,494 43.7

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

262

   評価・換算差額等 
   合計

262 0.0

   純資産合計 613,756 43.7

   負債純資産合計 1,404,109 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 922,522 100.0 2,022,405 100.0

Ⅱ 売上原価 153,586 16.6 397,970 19.7

   売上総利益 768,935 83.4 1,624,434 80.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬 33,306 63,110

 ２ 給与手当 195,666 377,760

 ３ 法定福利費 28,012 53,409

 ４ 福利厚生費 2,134 5,678

 ５ 広告宣伝費 176,632 401,054

 ６ 地代家賃 79,828 152,599

 ７ 減価償却費 8,933 17,616

 ８ 貸倒引当金繰入額 ― 173

 ９ その他 152,349 676,862 73.4 302,698 1,374,101 67.9

   営業利益 92,073 10.0 250,333 12.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 34 245

 ２ 受取配当金 0 0

 ３ 受取手数料 840 1,404

 ４ 業務委託料収入 3,600 4,800

 ５ 賃料収入 4,424 13,850

 ６ 保険解約益 4,842 4,842

 ７ その他 1,505 15,247 1.6 1,614 26,758 1.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,609 6,620

 ２ 賃貸原価 4,605 14,556

 ３ 持分法による投資 
   損失

15,217 33,087

 ４ その他 2,776 26,207 2.8 2,776 57,040 2.8

   経常利益 81,112 8.8 220,051 10.9



 
  

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※１ 4,938 5,023

 ２ 貸倒引当金戻入額 703 697

 ３ コンテンツ事業収益 16,149 23,858

 ４ 持分変動利益 ※４ 113,520 113,520

 ５ 関係会社整理益 ― 135,311 14.7 105 143,205 7.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※２ 422 655

 ２ 権利金評価損 52,830 52,830

 ３ ポイント引当金繰入額 22,237 22,237

 ４ 減損損失 ※３ 25,362 25,362

 ５ その他 11,180 112,033 12.2 20,979 122,064 6.1

   税金等調整前中間 
   純(当期)利益

104,390 11.3 241,192 11.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,497 2,807

   法人税等調整額 ― 1,497 0.1 ─ 2,807 0.1

   中間(当期)純利益 102,893 11.2 238,385 11.8



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

   前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他
有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 903,025 582,718 △1,024,905 △40,477 420,360 677 677 421,037

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 45,120 45,120 90,240 ― 90,240

 中間純利益 102,893 102,893 ― 102,893

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

― △414 △414 △414

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

45,120 45,120 102,893 ― 193,133 △414 △414 192,718

平成18年６月30日残高(千円) 948,145 627,838 △922,012 △40,477 613,494 262 262 613,756

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他 

有価証券 

評価差額金

評価・換算 

差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 903,025 582,718 △1,024,905 △40,477 420,360 677 677 421,037

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 45,120 45,120 90,240 ― 90,240

 当期純利益 238,385 238,385 ― 238,385

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△615 △615 △615

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

45,120 45,120 238,385 ― 328,625 △615 △615 328,010

平成18年12月31日残高(千円) 948,145 627,838 △786,520 △40,477 748,986 62 62 749,048



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

 

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 104,390 241,192

 ２ 減価償却費 11,688 22,908

 ３ ソフトウェア償却費 9,391 16,028

 ４ 長期前払費用償却費 3,291 3,665

 ５ 貸倒引当金の増減額(△は減少) △703 △523

 ６ 権利金評価損 52,830 52,830

 ７ 受取利息及び配当金 △34 △245

 ８ 支払利息 3,609 6,620

 ９ 投資有価証券評価損 1,860 10,163

 10 固定資産売却益 △4,938 △5,023

 11 有形固定資産除却損 422 655

 12 ポイント引当金の増加額 27,572 46,760

 13 減損損失 25,362 25,362

 14 持分法による投資損失 15,217 33,087

 15 持分変動利益 △113,520 △113,520

 16 売上債権の増減額(△は増加) 62,733 62,819

 17 たな卸資産の増減額(△は増加) △1,561 △12,752

 18 前払費用の増減額(△は増加) 3,500 △5,983

 19 未収消費税の増加額 1,150 1,146

 20 仕入債務の増減額(△は減少) △2,193 18,907

 21 未払金の減少額 △30,908 △39,027

 22 未払消費税等の増加額 5,714 23,356

 23 その他 △28,152 △22,491

小計 146,723 365,936

 24 利息及び配当金の受取額 34 217

 25 利息の支払額 △4,049 △6,679

 26 法人税等の支払額(△)又は還付額 △2,884 △4,750

 営業活動によるキャッシュ・フロー 139,823 354,723

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △239 △896

 ２ 有形固定資産の売却による収入 3,487 4,194

 ３ 無形固定資産の取得による支出 ― △3,258

 ４ 無形固定資産の売却による収入 47,341 47,341

 ５ 関係会社株式の取得による支出 △4,900 △4,900

 ６ 関係会社株式の売却による支出 ― 93

 ７ 差入保証金の預入れによる支出 △150 △4,400

 ８ 差入保証金の返還による収入 514 514

 投資活動によるキャッシュ・フロー 46,053 38,688



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △116,731 △204,396

 ２ 株式の発行による収入 90,240 90,240

 財務活動によるキャッシュ・フロー △26,491 △114,156

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額(△は減少)

159,386 279,256

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 633,468 633,468

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

792,854 912,724



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 当社グループは当中間連結会計期間においては92,073

千円の営業利益を計上しておりますが、前々連結会計年

度において757,709千円、前連結会計年度において

759,812千円と過去連続して営業損失を計上しており、

当中間連結会計期間における事業収入は計画どおりには

伸びておらず、未だ収益基盤が安定した状況にはないこ

とから、当中間連結会計期間末日において継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、平成17年12

月22日の取締役会において決議したとおり、収益化が困

難であったコンテンツ事業から撤退しており、今後は収

益力の高い事業領域に経営資源を集約させる体制に転換

し、また徹底したコスト削減策を引き続き進めておりま

す。 

 したがいまして、中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、当該重要な疑義の影響を中間連

結財務諸表には反映しておりません。

 当社グループは、当連結会計年度においては250,333

千円の営業利益を計上しておりますが、前々連結会計年

度において757,709千円、前連結会計年度において

759,812千円と過去連続して営業損失を計上しており、

当連結会計年度において一定の収益が計上されているも

のの、新たに取り組んでいる事業等について、収益基盤

が安定した状況には至っておらず、こうした新規事業の

成否が今後の業績に大きな影響を与える可能性があるこ

とから、当連結会計年度末日において継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、収益化が困

難であったコンテンツ事業から撤退しており、平成18年

12月21日の取締役会においては、安定した収益基盤を築

き、また徹底したコスト削減策を引き続き進める経営計

画を承認し、今後計画に沿った事業活動を進めて参りま

す。 

 したがいまして、連結財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、当該重要な疑義の影響を連結財務諸

表には反映しておりません。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 

     ２社

(1) 連結子会社の数 

     ―社 

 当社は従来連結子会社であった株式

会社アルゴノーツ及び株式会社ディー

プラネットを平成18年11月20日付で第

三者に売却いたしました。このため、

平成18年11月19日までの株式会社アル

ゴノーツ及び株式会社ディープラネッ

トの経営成績を連結財務諸表に含めて

おります。

(2) 連結子会社の名称

株式会社アルゴノーツ

株式会社ディープラネット

(2) 連結子会社の名称

―――

(3) 非連結子会社名

ERGO BRAINS,INC.(米国)

(3) 非連結子会社名

ERGO BRAINS,INC.(米国)

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社

であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。

  連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社

であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社の数 

     １社

(1) 持分法適用の関連会社の数 

     １社

(2) 会社名

株式会社グリッド・ソリューショ

ンズ 

 なお、株式会社グリッド・ソリ

ューションズは当中間連結会計期

間において新たに設立された関連

会社であることから、新たに持分

法適用会社となりました。

(2) 会社名

株式会社グリッド・ソリューショ

ンズ 

 なお、株式会社グリッド・ソリ

ューションズは当連結会計年度に

おいて新たに設立された関連会社

であることから、新たに持分法適

用会社となりました。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

の名称

 ERGO BRAINS,INC.(米国)

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

の名称

 ERGO BRAINS,INC.(米国)

 持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、中間純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等に及ぼす影響が

軽微であり、且つ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

 持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益

(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等に及ぼす影響が

軽微であり、且つ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

 連結子会社の中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。

―――



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

①有価証券

 ａ 子会社株式

移動平均法による原価法を採

用しております。

①有価証券

 ａ 子会社株式

同左

 ｂ その他有価証券

  (イ)時価のあるもの

中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法を採用して

おります。なお、評価差額は

全部純資産直入法により処理

しており、売却原価は移動平

均法により算定しておりま

す。

 ｂ その他有価証券

  (イ)時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法を採用しており

ます。なお、評価差額は全部

純資産直入法により処理して

おり、売却原価は移動平均法

により算定しております。

  (ロ)時価のないもの

移動平均法による原価法を

採用しております。

  (ロ)時価のないもの

同左

②たな卸資産

 商品

移動平均法による原価法を採用し

ております。

②たな卸資産

 商品

同左

 仕掛品

個別法による原価法を採用してお

ります。

 仕掛品

同左

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①有形固定資産

定率法を採用しております。な

お、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

   建物  ８～15年

   器具備品４～15年

①有形固定資産

同左

②無形固定資産

ソフトウェア(自社利用)

社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用してお

ります。

②無形固定資産

ソフトウェア(自社利用)

同左

③長期前払費用 

  定額法を採用しております。

③長期前払費用

同左

 (3) 重要な引当金の計上基

準

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えて、

一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

①貸倒引当金

同左



 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

②ポイント引当金 

 ドリームメール会員に対し、メール

受信・アンケート回答等に関して付与

したポイントの使用により今後発生す

ると見込まれる景品交換費用に備える

ため、当中間連結会計期間末において

将来使用されると見込まれる額を計上

しております。 

  (追加情報) 

 ポイント使用による費用は、従来は

ポイント使用時に費用処理しておりま

したが、ポイント利用数が増加したこ

とから重要性が増し、かつ利用見込額

を合理的に算定することが可能となっ

たため、当中間連結会計期間よりポイ

ント引当金を計上しております。これ

に伴い、ポイント引当金繰入額のう

ち、当中間連結会計期間に付与したポ

イントに対応する額については販売費

及び一般管理費に計上し、前連結会計

年度以前に付与したポイントに対応す

る額については特別損失に計上してお

ります。 

 この結果、従来の方法によった場合

と比べ、当中間連結会計期間の営業利

益及び経常利益は5,334千円減少し、

税金等調整前中間純利益は27,572千円

減少しております。

②ポイント引当金 

  ドリームメール会員等に対し、メ

ール受信・アンケート回答等に関して

付与したポイントの使用により今後発

生すると見込まれる景品交換費用等に

備えるため、当連結会計年度末におい

て将来使用されると見込まれる額を計

上しております。 

  (追加情報) 

 ポイント使用による費用は、従来は

ポイント使用時に費用処理しておりま

したが、ポイント利用数が増加したこ

とから重要性が増し、かつ利用見込額

を合理的に算定することが可能となっ

たため、当連結会計年度よりポイント

引当金を計上しております。これに伴

い、ポイント引当金繰入額のうち、当

連結会計年度に付与したポイントに対

応する額については販売費及び一般管

理費に計上し、前連結会計年度以前に

付与したポイントに対応する額につい

ては特別損失に計上しております。 

 この結果、従来の方法によった場合

と比べ、当連結会計年度の営業利益及

び経常利益は、24,523千円減少し、税

金等調整前当期純利益は46,760千円減

少しております。

 (4) 重要なリース取引の処

理方法

 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

同左

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。なお、特例処理の要件を満たし

ている金利スワップ等に関しては、

特例処理を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ヘッジ方針

  当社グループの内規に基づき、金

利変動リスクをヘッジしておりま

す。

③ヘッジ方針

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップの特例処理の要件を

満たしているものに限定することで

有効性の評価としております。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左



 
  

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 (6) その他中間連結財務諸

表(連結財務諸表)作成

のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式により処理しております。

消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。

同左

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

固定資産の減損に係る会

計基準

 当中間連結会計期間より、固定資産

の減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８

月９日））及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号 平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税金等調整前中間純利益は25,362千円

減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の中間連結財務諸表規則に基づ

き各資産の金額から直接控除しており

ます。

 当連結会計年度より、固定資産の減

損に係る会計基準(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」(企業会計審議会 平成14年８月

９日))及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第６号 平成15年10月31日)を

適用しております。これにより税金等

調整前当期純利益及び当期純利益は

25,362千円減少しております。

貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

 当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）および「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

 従来の資本の部の合計に相当する金

額は613,756千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部につ

いては、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。

―――



表示方法の変更 

  

 
  

注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

(中間連結貸借対照表) 

 前中間連結会計期間において独立掲記しておりました「前払費用」(当中間連結会計期間

19,134千円)は、総資産額の100分の５以下であるため当中間連結会計期間においては流動資産

の「その他」に含めております。 

(中間連結損益計算書) 

 「地代家賃」は販売費及び一般管理費の100分の10を超えたため、区分掲記することとしま

した。なお、前中間連結会計期間においては販売費及び一般管理費の「その他」に83,299千円

含まれております。

前中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

135,536千円



(中間連結損益計算書関係) 

  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

器具備品 251千円

ソフトウェア 4,686千円

合計 4,938千円

※１ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。

器具及び備品 337千円

ソフトウェア 4,686千円

合計 5,023千円

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

器具備品 422千円

※２ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。

器具備品 655千円

 

※３ 減損損失

    当中間連結会計期間において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上いた

しました。

場所 用途 種類

大阪市北区他

Ｅコマース 

事業用資産 

コンテンツ 

事業用資産

器具備品

東京都港区
Ｅコマース
事業用資産

ソフトウェア

    当社グループは、原則としてセグメント別に資

産のグループ化を行っております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスと

なっており、かつ将来キャッシュ・フローの見積

り総額が帳簿価額を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失としております。回収可能価額に

ついては正味売却価額により測定しており、１円

として評価しております。 

 また、遊休状態となったインターネットサイト

運営に係る営業権について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失としてお

ります。回収可能価額については正味売却価額に

より測定しており、零として評価しております。 

 減損損失は合計で25,362千円であり、その内訳

は、器具備品806千円、ソフトウェア4,555千円、

営業権20,000千円であります。

 

※３ 減損損失

    当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上いたしま

した。

場所 用途 種類

大阪市北区他

Ｅコマース 

事業用資産 

コンテンツ 

事業用資産

器具備品

東京都港区
Ｅコマース
事業用資産

ソフトウェア

    当社グループは、原則としてセグメント別に資

産のグループ化を行っております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスと

なっており、かつ将来キャッシュ・フローの見積

り総額が帳簿価額を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失としております。回収可能価額に

ついては正味売却価額により測定しており、１円

として評価しております。 

 また、遊休状態となったインターネットサイト

運営に係る営業権について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失としてお

ります。回収可能価額については正味売却価額に

より測定しており、零として評価しております。 

 減損損失は合計で25,362千円であり、その内訳

は、器具備品806千円、ソフトウェア4,555千円、

営業権20,000千円であります。

※４ 持分変動利益 

 持分変動利益は、株式会社グリッド・ソリュー

ションズの第三者割当増資を当社以外の会社が引

き受けたことにより発生したものであります。

※４ 持分変動利益 

 持分変動利益は、株式会社グリッド・ソリュー

ションズの第三者割当増資を当社以外の会社が引

き受けたことにより発生したものであります。

 



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

  

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)１ 普通株式の発行済株式の増加141,000株は、第三者割当による新株発行によるものであります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

 
(注)１ 平成13年５月新株引受権の当中間連結会計期間の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

  ２ 平成13年11月新株引受権の当中間連結会計期間の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

  ３ 平成15年６月新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ４ 平成17年12月新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ５ 平成18年４月新株予約権の当中間連結会計期間の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

  ６ 平成18年４月新株予約権の当中間連結会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  ７ 平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式の種類

普通株式 (注)１ 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

合計 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

自己株式の種類

普通株式 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間連結会
計期間末残高 
（千円）前連結会

計年度末

当中間連
結会計期
間増加

当中間連
結会計期
間減少

当中間連
結会計期
間末

提出会社

平成13年５月 
新株引受権 (注)１

普通株式 395,500 ― 55,800 339,700 ―

平成13年11月 
新株引受権 (注)２

普通株式 11,900 ― 5,200 6,700 ―

平成15年６月 
新株予約権 (注)３

普通株式 87,900 ― 28,000 59,900 ―

平成17年12月 
新株予約権 
(注)４、７

普通株式 234,500 ─ 65,800 168,700 ―

平成18年４月 
新株予約権 
(注)５、６、７

普通株式 ― 106,500 3,000 103,500 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―



前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)１ 普通株式の発行済株式の増加141,000株は、第三者割当による新株発行によるものであります。 

  

２ 新株予約権に関する事項 

 
 (注)１ 平成13年５月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

   ２ 平成13年11月新株引受権の当連結会計年度の減少は、新株引受権の消却によるものであります。 

   ３ 平成15年６月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

   ４ 平成17年12月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

   ５ 平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

   ６ 平成18年４月新株予約権の当連結会計年度の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

   ７ 平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式の種類

普通株式 (注)１ 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

合計 4,345,600 141,000 ― 4,486,600

自己株式の種類

普通株式 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計 
年度末残高 
（千円）前連結会計

年度末
当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

平成13年５月 
新株引受権 (注)１

普通株式 395,500 ― 91,500 304,000 ―

平成13年11月 
新株引受権 (注)２

普通株式 11,900 ― 8,200 3,700 ―

平成15年６月 
新株予約権 (注)３

普通株式 87,900 ― 32,500 55,400 ―

平成17年12月 
新株予約権 
(注)４、７

普通株式 234,500 ― 91,100 143,400 ―

平成18年４月 
新株予約権 
(注)５、６、７

普通株式 ― 106,500 19,000 87,500 ―

合計 ― ― ― ― ― ― ―

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

(平成18年６月30日)

現金及び預金勘定 792,854千円

現金及び現金同等物 792,854千円

現金及び現金同等物の期末残高と当社の貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

(平成18年12月31日)

現金及び預金勘定 912,724千円

現金及び現金同等物 912,724千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 122,800

減価償却累計額相当額 51,073

中間期末残高相当額 71,726

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 168,504

減価償却累計額相当額 43,257

期末残高相当額 125,247

②未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 24,592千円

１年超 49,135千円

合計 73,728千円

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 35,749千円

１年超 81,840千円

合計 117,589千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 13,435千円

減価償却費相当額 12,560千円

支払利息相当額 1,114千円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 38,058千円

減価償却費相当額 26,744千円

支払利息相当額 2,708千円

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

   １年以内 46,243 千円

   １年超 ― 千円

   合計 46,243 千円

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

   １年以内 3,450 千円

   １年超 ― 千円

   合計 3,450 千円

 (減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。

 (減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失はありませんので、

項目等の記載は省略しております。



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

前連結会計年度末(平成18年12月31日) 

 当連結会計年度に係る「有価証券関係」に関する注記については、連結貸借対照表を作成していない

ため、財務諸表の注記事項の「有価証券関係」に記載しております。 

  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)並びに前連結会計年度(自 平成

18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

当社グループが利用しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているので記

載を省略しております。 

  

区分
取得原価
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 80 522 442

合計 80 522 442

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)

子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 0

関連会社株式 101,358

合計 101,358

その他有価証券

非上場株式 41,637

合計 41,637



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 ストック・オプションの内容及び規模 

 当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  提出会社 

 
(注)１ 但し、当社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではない。 

  ２ 株式数に換算して記載しております。 

  

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 ストック・オプションの内容及び規模 

 当連結会計年度において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

  提出会社 

 
(注)１ 但し、当社の「新株予約権割当契約」に定める特例条件に該当する場合はこの限りではない。 

  ２ 株式数に換算して記載しております。 

平成18年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 8 名

当社監査役 3 名

当社従業員 64 名

ストック・オプションの付与数（注）２ 普通株式 106,500 株

付与日 平成18年４月20日

権利確定条件
権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監
査役または従業員であること。（注）１

対象勤務期間 ―

権利行使期間 平成22年１月１日 ～ 平成26年12月31日

権利行使価格        （円） 708

公正な評価単価（付与日） （円） ―

平成18年４月
新株予約権

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 8 名

当社監査役 3 名

当社従業員 64 名

ストック・オプションの付与数（注）２ 普通株式 106,500 株

付与日 平成18年４月20日

権利確定条件
権利行使時において、当社または当社の子会社の取締役、監
査役または従業員であること。（注）１

対象勤務期間 ―

権利行使期間 平成22年１月１日 ～ 平成26年12月31日

権利行使価格        （円） 708

公正な評価単価（付与日） （円） ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２  各区分の主な製品等 

 (1) マーケティング事業…………DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ等 

 (2) Ｅコマース事業………………ドリームカタログ 

３  営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(183,798千円)の主なものは、役員及び総

務人事部門等の管理部門に関わる費用であります。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品等 

(1) マーケティング事業………DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ等 

(2) Ｅコマース事業……………ドリームカタログ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(349,620千円)の主なものは、役員及び総

務人事部門等の管理部門に関わる費用であります。 

  

マーケティ 
ング事業 
（千円）

Ｅコマース
事業 

（千円）

計
 

（千円）

消去又は
全社 

（千円）

連結 
 

（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

819,495 103,026 922,522 ― 922,522

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 819,495 103,026 922,522 ― 922,522

営業費用 485,966 160,685 646,651 183,798 830,449

営業利益又は 
営業損失(△)

333,529 △57,658 275,871 (183,798) 92,073

マーケティ 
ング事業 
（千円）

Ｅコマース
事業 

（千円）

計
 

（千円）

消去又は
全社 

（千円）

連結 
 

（千円）

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

1,714,935 307,469 2,022,405 ― 2,022,405

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,714,935 307,469 2,022,405 ― 2,022,405

営業費用 1,007,562 414,888 1,422,451 349,620 1,772,071

営業利益又は 
営業損失(△)

707,372 △107,418 599,954 (349,620) 250,333



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年１月

１日 至 平成18年12月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がありませんので、記載を省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日)及び前連結会計年度(自 平成18年１月

１日 至 平成18年12月31日) 

海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額

138円90銭 169円51銭

１株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

23円55銭 54円25銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

希薄化効果を有している潜在株式がないため記載して

おりません。

希薄化効果を有している潜在株式がないため記載して

おりません。

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

中間(当期)純利益

(千円)
102,893 238,385

普通株主に帰属しない金額

(千円)
― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益

(千円)
102,893 238,385

普通株式の期中平均株式数

(株)
4,368,984 4,394,117

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在

株式の概要

(新株引受権) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年５月28日 

 (新株引受権 3,397個) 

 臨時株主総会決議日 

  平成13年11月16日 

 (新株引受権 67個) 

(新株予約権) 

 株主総会決議日 

  平成15年３月27日 

 (新株予約権 599個) 

 株主総会決議日 

  平成17年３月25日 

 (新株予約権 1,687個) 

 株主総会決議日 

  平成18年３月24日 

 (新株予約権 1,035個) 

 

 これらの詳細について

は、「第４提出会社の状

況１株式等の状況(2)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。

(新株引受権)

 臨時株主総会決議日

  平成13年５月28日

 (新株引受権 3,040個)

 臨時株主総会決議日

  平成13年11月16日

 (新株引受権 37個)

(新株予約権)

 株主総会決議日

  平成15年３月27日

 (新株予約権 554個)

 株主総会決議日

  平成17年３月25日

 (新株予約権 1,434個)

 株主総会決議日

  平成18年３月24日

 (新株予約権 875個)

 これらの詳細について

は、「第４提出会社の状

況１株式等の状況(2)新

株予約権等の状況」に記

載のとおりであります。



(重要な後発事象) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

――― １ ストックオプション(新株予約権)について

(1) 当社は、取締役及び監査役に対してストックオプシ

ョンとして割当てる新株予約権が取締役の報酬等の一

部であると位置づけられたことに伴い、平成19年２月

19日開催の取締役会において、当社取締役及び監査役

に対するストックオプション報酬額（枠）及び内容を

決定する議案を、平成19年３月28日開催予定の第10期

定時株主総会に提案することを決議いたしました。

・新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

当社取締役及び監査役

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

取締役は当社普通株式70,000株、監査役は当社

普通株式10,000株を各事業年度に係る定時株主

総会の日から１年以内に発行する新株予約権に

より交付を受けることができる株式の数の上限

とする。

② 新株予約権の総数

取締役は700個、監査役は100個を各事業年度に

係る定時株主総会の日から１年以内に発行する

新株予約権の上限とする。(新株予約権１個に

つき普通株式100株。ただし、①に定める株式

の数の調整を行った場合は、同様の調整を行

う。)

③ 新株予約権の価額

金銭の払込を要しないものとする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額は、新株予約権の行使により交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以

下、「行使価額」という。）に当該新株予約権

の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以

下、「割当日」という。）の属する月の前月の

各日（取引が成立していない日を除く。）にお

ける大阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額（１

円未満の端数は切上げ）とする。

ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該

日に終値がない場合、それに先立つ直近日の終

値）を下回る場合は、当該終値とする。

・新株予約権を行使することができる期間

割当日後２年を経過した日の翌日から５年以内と

する。



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(2) 当社は、平成19年２月19日開催の取締役会におい

て、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基

づき、以下のとおりストックオプションとして、株主

以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権

を発行することの承認を求める議案並びに本件新株予

約権の募集事項の決定を取締役会に委任することの承

認を求める議案を、平成19年３月28日開催予定の第10

期定時株主総会に提案することを決議いたしました。

・新株予約権の目的となる株式の種類

当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

当社の従業員及び当社子会社の取締役、監査役並

びに従業員に割り当てるものとする。

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社普通株式60,000株を上限とする。

② 新株予約権の総数

600個を上限とする。(新株予約権１個につき普

通株式100株。ただし、①に定める株式の数の

調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

③ 新株予約権の価額

金銭の払込を要しないものとする。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価

額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の

価額は、新株予約権の行使により交付を受ける

ことができる株式１株当たりの払込金額（以

下、「行使価額」という。）に当該新株予約権

の目的となる株式の数を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以

下、「割当日」という。）の属する月の前月の

各日（取引が成立していない日を除く。）にお

ける大阪証券取引所における当社普通株式の普

通取引の終値の平均値に1.1を乗じた金額（１

円未満の端数は切上げ）とする。

ただし、当該金額が割当日の前日の終値（当該

日に終値がない場合、それに先立つ直近日の終

値）を下回る場合は、当該終値とする。

・新株予約権を行使することができる期間

平成23年１月１日から平成26年12月31日までの期

間で取締役会が決定する期間とする。



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 741,903 594,398 912,724

 ２ 受取手形 ―  1,050 ―

 ３ 売掛金 191,268 132,135 191,182

 ４ たな卸資産 3,758 10,057 14,949

 ５ その他 ※２ 24,580 35,124 37,398

   貸倒引当金 △180 △86 △360

   流動資産合計 961,330 73.6 772,680 73.4 1,155,895 80.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１ 81,495 6.2 57,813 5.5 70,243 4.9

 ２ 無形固定資産 30,701 2.4 22,710 2.2 27,822 1.9

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 42,159 42,228 33,518

  (2) 関係会社株式 53,535 4,900 4,900

  (3) 差入保証金 123,080 138,563 127,330

  (4) 破産更生債権等 123,355 123,355 123,355

  (5) 関係会社長期 
    貸付金

67,500 ― ―

  (6) その他 13,005 13,232 12,958

   貸倒引当金 △189,168 △123,355 △123,355

   投資その他の資産 
   合計

233,466 17.8 198,924 18.9 178,707 12.5

   固定資産合計 345,663 26.4 279,447 26.6 276,773 19.3

   資産合計 1,306,994 100.0 1,052,127 100.0 1,432,668 100.0



前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 15,447 25,735 36,547

 ２ 一年以内返済予定 
   長期借入金

379,663 90,174 342,176

 ３ 未払金 79,064 70,748 72,224

 ４ 未払費用 4,241 8,718 8,031

 ５ 未払法人税等 4,746 3,172 7,217

 ６ その他 ※２ 28,603 11,987 48,576

   流動負債合計 511,766 39.1 210,535 20.0 514,774 35.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 200,000 200,000 200,000

 ２ 長期借入金 50,178 150,005 ―

 ３ ポイント引当金 27,572 42,439 46,760

 ４ 繰延税金負債 179 69 42

   固定負債合計 277,929 21.3 392,514 37.3 246,803 17.3

   負債合計 789,695 60.4 603,049 57.3 761,577 53.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 948,145 72.5 948,145 90.1 948,145 66.2

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 270,876 270,876 270,876

(2) その他資本剰余金 356,961 356,961 356,961

資本剰余金合計 627,838 48.1 627,838 59.7 627,838 43.8

３ 利益剰余金

 (1) その他利益剰余金

 繰越利益剰余金 △1,018,470 △1,086,530 △864,477

利益剰余金合計 △1,018,470 △77.9 △1,086,530 △103.3 △864,477 △60.3

４ 自己株式 △40,477 △3.1 △40,477 △3.8 △40,477 △2.9

株主資本合計 517,035 39.6 448,976 42.7 671,028 46.8

Ⅱ 評価・換算差額等

１ その他有価証券 
  評価差額金

262 101 62

評価・換算差額等 
合計

262 0.0 101 0.0 62 0.0

純資産合計 517,298 39.6 449,078 42.7 671,090 46.8

負債純資産合計 1,306,994 100.0 1,052,127 100.0 1,432,668 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 923,213 100.0 671,081 100.0 2,023,096 100.0

Ⅱ 売上原価 155,272 16.8 219,703 32.7 399,655 19.8

   売上総利益 767,941 83.2 451,378 67.3 1,623,440 80.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 675,504 73.2 629,516 93.8 1,371,969 67.8

   営業利益又は営業 
   損失(△)

92,437 10.0 △178,138 △26.5 251,471 12.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 15,230 1.7 14,411 2.1 26,701 1.3

Ⅴ 営業外費用 ※２ 8,294 0.9 13,537 2.0 21,257 1.0

   経常利益又は経常 
   損失(△)

99,373 10.8 △177,264 △26.4 256,915 12.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 23,500 2.5 412 0.1 30,233 1.5

Ⅶ 特別損失 ※４ 111,009 12.0 43,979 6.6 120,073 6.0

   税引前中間(当期) 
   純利益又は中間純 
   損失(△)

11,863 1.3 △220,832 △32.9 167,076 8.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,222 1,220 2,442

   法人税等調整額 ─ 1,222 0.1 ─ 1,220 0.2 ─ 2,442 0.1

   中間(当期)純利益 
   又は中間純損失(△)

10,640 1.2 △222,052 △33.1 164,633 8.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益
剰余金 利益剰余金

合計資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高 (千円) 903,025 225,756 356,961 582,718 △1,029,111 △1,029,111 △40,477 416,154

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 45,120 45,120 45,120 90,240

 中間純利益 10,640 10,640 10,640

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 (純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

45,120 45,120 ― 45,120 10,640 10,640 ― 100,880

平成18年６月30日残高 (千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,018,470 △1,018,470 △40,477 517,035

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日残高 (千円) 677 677 416,832

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 90,240

 中間純利益 10,640

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 (純額)

△414 △414 △414

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△414 △414 100,466

平成18年６月30日残高 (千円) 262 262 517,298



当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益
剰余金 利益剰余金

合計資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高 (千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △864,477 △864,477 △40,477 671,028

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △222,052 △222,052 △222,052

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 (純額)

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

― ― ― ― △222,052 △222,052 ― △222,052

平成19年６月30日残高 (千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △1,086,530 △1,086,530 △40,477 448,976

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日残高 (千円) 62 62 671,090

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △222,052

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 (純額)

39 39 39

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

39 39 △222,012

平成19年６月30日残高 (千円) 101 101 449,078



前事業年度 (自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金
利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他利益
剰余金 利益剰余金

合計資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高 (千円) 903,025 225,756 356,961 582,718 △1,029,111 △1,029,111 △40,477 416,154

事業年度中の変動額

 新株の発行 45,120 45,120 45,120 90,240

 当期純利益 164,633 164,633 164,633

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 (純額)

事業年度中の変動額合計 
(千円)

45,120 45,120 ― 45,120 164,633 164,633 ― 254,873

平成18年12月31日残高 (千円) 948,145 270,876 356,961 627,838 △864,477 △864,477 △40,477 671,028

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高 (千円) 677 677 416,832

事業年度中の変動額

 新株の発行 90,240

 当期純利益 164,633

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 (純額)

△615 △615 △615

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△615 △615 254,258

平成18年12月31日残高 (千円) 62 62 671,090



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

前中間会計期間、前事業年度は、中間連結キャッシュ・フロー計算書および連結キャッシュ・フロ

ー計算書を作成しているため、当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書のみを記載して

おります。 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前中間純損失 △220,832

 ２ 減価償却費 8,248

 ３ ソフトウェア減価償却費 6,703

 ４ 投資有価証券評価損 21,488

 ５ 貸倒引当金の減少額 △273

 ６ ポイント引当金の減少額 △4,321

 ７ 受取利息及び受取配当金 △609

 ８ 支払利息 2,592

 ９ 固定資産除却損 22,428

 10 売上債権の減少額 57,996

 11 たな卸資産の減少額 4,892

 12 前払費用の減少額 6,459

 13 未収消費税の増加額 △6,558

 14 仕入債務の減少額 △10,812

 15 未払金の減少額 △18,937

 16 未払消費税等の減少額 △39,469

 17 その他 △144

    小計 △171,148

 18 利息及び配当金の受取額 588

 19 利息の支払額 △2,456

 20 法人税等の支払額 △955

   営業活動によるキャッシュ・フロー △173,972

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △565

 ２ 無形固定資産の取得による支出 △2,091

 ３ 投資有価証券の取得による支出 △30,131

 ４ 差入保証金の預入れによる支出 △9,457

 ５ 差入保証金の返還による収入 224

 ６ 長期前払費用の増加による支出 △346

 ７ その他 11

   投資活動によるキャッシュ・フロー △42,357



 
  

  

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

区分
注記
番号

金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △101,997

   財務活動によるキャッシュ・フロー △101,997

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △318,326

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 912,724

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 594,398



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 
  

  

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

当社は、当中間会計期間において

は92,437千円の営業利益を計上して

おりますが、前々事業年度において

680,580千円、前事業年度において

783,722千円と過去連続して営業損

失を計上しており、当中間会計期間

における事業収入は計画どおりには

伸びておらず、未だ収益基盤が安定

した状況にはないことから、当中間

会計期間末日において継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

平成17年12月22日の取締役会におい

て決議したとおり、収益化が困難で

あったコンテンツ事業から撤退して

おり、今後は収益力の高い事業領域

に経営資源を集約させる体制に転換

し、また徹底したコスト削減策を引

き続き進めております。 

 したがいまして、中間財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、当該重要な疑義の影響を中間財

務諸表には反映しておりません。

当社は、前事業年度において

251,471千円の営業利益を計上いた

しましたが、当中間会計期間におい

て178,138千円の営業損失を計上し

ており、また営業キャッシュ・フロ

ーについても173,972千円のマイナ

スとなっております。従いまして、

未だ収益基盤が安定した状況にはな

いと判断され、当中間会計期間末に

おいて継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

①営業力強化、②新規事業の売上拡

大、③経費削減、の３つの施策に取

り組んでおります。営業力強化につ

きましては、当中間会計期間におい

て、デジタル・アドバタイジング・

コンソーシアム株式会社からの出向

社員を含め営業部員数を大幅に増員

しており、同社との販売体制の更な

る強化を図りながら、早期の売上回

復に努めてまいります。新規事業に

つきましては、新商品の受注が順調

に増加しており、引き続き、更なる

売上拡大を図ってまいります。経費

削減につきましては、メール会員の

獲得効率化による広告宣伝費の削減

と、大阪オフィス移転による地代家

賃の削減を柱とした大幅な経費削減

策を徹底して推進してまいります。 

 上記状況を総合的に勘案した結

果、中間財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、当該重要な

疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。

当社は、当事業年度においては

251,471千円の営業利益を計上して

おりますが、前々事業年度において

680,580千円、前事業年度において

783,722千円と過去連続して営業損

失を計上しており、当事業年度にお

いて一定の収益が計上されているも

のの、新たに取り組んでいる事業等

について、収益基盤が安定した状況

には至っておらず、こうした新規事

業の成否が今後の業績に大きな影響

を与える可能性があることから、当

事業年度末日において継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在してお

ります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

収益化が困難であったコンテンツ事

業から撤退しており、平成18年12月

21日の取締役会においては、安定し

た収益基盤を築き、また徹底したコ

スト削減策を引き続き進める経営計

画を承認し、今後計画に沿った事業

活動を進めて参ります。 

 したがいまして、財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

当該重要な疑義の影響を財務諸表に

は反映しておりません。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 有価証券の評価基

準及び評価方法

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会

社株式

   移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会

社株式

同左

(1) 有価証券

 ①子会社株式及び関連会

社株式

同左

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

   中間決算日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております。な

お、評価差額は全部純

資産直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

同左

 ②その他有価証券

  時価のあるもの

   決算期末日の市場価

格等に基づく時価法を

採用しております。な

お、評価差額は全部純

資産直入法により処理

しており、売却原価は

移動平均法により算定

しております。

  時価のないもの

   移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

時価のないもの

同左

  時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価

基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

(1) 商品

同左

(1) 商品

同左

(2) 仕掛品

個別法による原価法

を採用しております。

(2) 仕掛品

同左

(2) 仕掛品

同左

(3) 貯蔵品

―――

(3) 貯蔵品

最終仕入原価法によ

る原価法を採用してお

ります。

(3) 貯蔵品

―――



 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
  至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

３ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。なお、主な耐

用年数は以下のとおり

であります。

   建物   ８～15年

   器具備品 ４～15年

(1) 有形固定資産

 ①平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資

産

 法人税法の定めと同

一の基準による旧定率

法を採用しておりま

す。

 ②平成19年4月1日以後

に取得した有形固定資

産

 法人税法の定めと同

一の基準による定率法

を採用しております。

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。

   建物   ８～15年

   器具備品 ４～15年

（会計処理の変更)

 法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３

月30日 法律第６号)

及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政

令第83号))に伴い、当

中間会計期間から平成

19年４月１日以降に取

得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人

税法に基づく減価償却

の方法に変更しており

ます。

 これにより営業損

失、経常損失および税

引前中間純損失に与え

る影響は軽微でありま

す。

(1) 有形固定資産

   定率法を採用してお

ります。なお、主な耐

用年数は以下のとおり

であります。

   建物   ８～15年

   器具備品 ４～15年

(2) 無形固定資産

①ソフトウェア(自社

利用)

社内における見込

利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産

①ソフトウェア(自社

利用)

同左

(2) 無形固定資産

①ソフトウェア(自社

利用)

同左

(3) 長期前払費用

   定額法を採用してお

ります。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左



 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失

に備えて、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性

を検討し、回収不能見込額

を計上しております。

(1) 貸倒引当金

同左

(1) 貸倒引当金

同左

(2) ポイント引当金 

 ドリームメール会員に対

し、メール受信・アンケー

ト回答等に関して付与した

ポイントの使用により今後

発生すると見込まれる景品

交換費用に備えるため、当

中間会計期間末において将

来使用されると見込まれる

額を計上しております。 

(追加情報) 

 ポイント使用による費用

は、従来はポイント使用時

に費用処理しておりました

が、ポイント利用数が増加

したことから重要性が増

し、かつ利用見込額を合理

的に算定することが可能と

なったため、当中間会計期

間よりポイント引当金を計

上しております。これに伴

い、ポイント引当金繰入額

のうち、当中間会計期間に

付与したポイントに対応す

る額については販売費及び

一般管理費に計上し、前事

業年度以前に付与したポイ

ントに対応する額について

は特別損失に計上しており

ます。 

 この結果、従来の方法に

よった場合と比べ、当中間

会計期間の営業利益及び経

常利益は5,334千円減少

し、税引前中間純利益は

27,572千円減少しておりま

す。

(2) ポイント引当金 

 ドリームメール会員等に

対し、メール受信・アンケ

ート回答等に関して付与し

たポイントの使用により今

後発生すると見込まれる景

品交換費用等に備えるた

め、当中間会計期間末にお

いて将来使用されると見込

まれる額を計上しておりま

す。

(2) ポイント引当金 

 ドリームメール会員等に

対し、メール受信・アンケ

ート回答等に関して付与し

たポイントの使用により今

後発生すると見込まれる景

品交換費用等に備えるた

め、当事業年度末において

将来使用されると見込まれ

る額を計上しております。 

(追加情報) 

 ポイント使用による費用

は、従来はポイント使用時

に費用処理しておりました

が、ポイント利用数が増加

したことから重要性が増

し、かつ利用見込額を合理

的に算定することが可能と

なったため、当事業年度よ

りポイント引当金を計上し

ております。これに伴い、

ポイント引当金繰入額のう

ち、当事業年度に付与した

ポイントに対応する額につ

いては販売費及び一般管理

費に計上し、前事業年度以

前に付与したポイントに対

応する額については特別損

失に計上しております。 

 この結果、従来の方法に

よった場合と比べ、当事業

年度の営業利益及び経常利

益は、24,523千円減少し、

税引前当期純利益は46,760

千円減少しております。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有者が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によって

おります。

同左 同左



 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理を採

用しております。な

お、特例処理の要件を

満たしている金利スワ

ップ等に関しては、特

例処理を採用しており

ます。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象

ヘッジ手段 金利 

スワップ

ヘッジ対象 借入金
 

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象

同左

 

(2) 主なヘッジ手段とヘッ

ジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

   内規に基づき、金利

変動リスクをヘッジし

ております。

(3) ヘッジ方針

同左

(3) ヘッジ方針

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

   金利スワップの特例

処理の要件を満たして

いるものに限定するこ

とで有効性の評価とし

ております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

７ 中間キャッシュ・

フロー計算書にお

ける資金の範囲

―――  中間キャッシュ・フロー

計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許

現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日

の到来する定期預金からな

っております。

―――

８ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式により処理して

おります。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

固定資産の減損に

係る会計基準

 当中間会計期間より、固

定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用

しております。これにより

税引前中間純利益は25,362

千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額に

ついては、改正後の中間財

務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除して

おります。

―――  当事業年度より、固定資

産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用

しております。これにより

税引前当期純利益及び当期

純利益は25,362千円減少し

ております。

貸借対照表の純資

産の部の表示に関

する会計基準

 当中間会計期間より、

「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）および

「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基

準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用してお

ります。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は517,298千

円であります。 

 なお、中間財務諸表等規

則の改正により、当中間会

計期間における中間貸借対

照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しており

ます。

―――  当事業年度より、「貸借

対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業

会計基準第５号 平成17年

12月９日）および「貸借対

照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に

相当する金額は671,090千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の

改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産

の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成

しております。



次へ 

表示方法の変更 

  

 
  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

(中間貸借対照表）

 前中間会計期間において独立掲記しておりました「前

払費用」(当中間会計期間19,134千円)は、総資産額の

100分の５以下であるため当中間会計期間においては流

動資産の「その他」に含めております。 

 「関係会社長期貸付金」は総資産額の100分の５を超

えたため、区分掲記することとしました。なお、前中間

会計期間は投資その他の資産の「その他」に67,500千円

含まれております。

―――

前中間会計期間末 
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

135,536千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

131,043千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

144,475千円

※２ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、金額的

重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示

しております。

※２ 消費税等の取扱い

 仮払消費税等及び仮受消費

税等は、相殺のうえ、金額的

重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示

しております。

―――



(中間損益計算書関係) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 33千円

受取手数料 840千円

賃料収入 4,424千円

保険解約益 4,842千円

業務委託料収入 3,600千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 548千円

受取手数料 752千円

賃料収入 10,856千円

業務委託料収入 1,200千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 241千円

受取手数料 1,404千円

賃料収入 13,850千円

保険解約益 4,842千円

業務委託料収入 4,800千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 3,064千円

賃貸原価 4,605千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2,045千円

賃貸原価 10,943千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 5,520千円

賃貸原価 14,556千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益

 器具備品 344千円

 ソフトウェア 6,439千円

 合計 6,783千円

コンテンツ事業

収益
14,327千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益

 器具備品 138千円

 合計 138千円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

固定資産売却益

  器具備品 461千円

 ソフトウェア 6,439千円

合計 6,900千円

コンテンツ事業

収益
22,635千円

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

 器具備品 422千円

権利金評価損 52,830千円

ポイント引当金

損失
22,237千円

   減損損失
    当中間会計期間において、

当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたし

ました。

場所 用途 種類

大阪市 

北区他

Ｅコマース 

事業用資産 

コンテンツ 

事業用資産

器具備品

東京都 

港区

Ｅコマース 

事業用資産

ソフト 
ウェア

    当社は、原則としてセグメ

ント別に資産のグループ化を

行っております。 

 営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスとなってお

り、かつ将来キャッシュ・フ

ローの見積り総額が帳簿価額

を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失としております。回収

可能価額については正味売却

価額により測定しており、１

円として評価しております。

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

 建物付属設備 8,862千円

 器具備品 2,016千円

 原状回復費 11,550千円

合計 22,428千円

投資有価証券評

価損
21,488千円

 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

 器具備品 655千円

権利金評価損 52,830千円

ポイント引当金

損失
22,237千円

投資有価証券評

価損
10,163千円

  減損損失
    当事業年度において、当社

は以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類

大阪市

北区他

Ｅコマース 

事業用資産 

コンテンツ 

事業用資産

器具備品

東京都

港区

Ｅコマース 

事業用資産

ソフト 
ウェア

    当社は、原則としてセグメ

ント別に資産のグループ化を

行っております。

    営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスとなってお

り、かつ将来キャッシュ・フ

ローの見積り総額が帳簿価額

を下回る資産グループについ

て、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失としております。回収

可能価額については正味売却

価額により測定しており、１

円として評価しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

    また、遊休状態となったイ

ンターネットサイト運営に係

る営業権について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として

おります。回収可能価額につ

いては正味売却価額により測

定しており、零として評価し

ております。 

 減損損失は合計で25,362千

円であり、その内訳は、器具

備品806千円、ソフトウェア

4,555千円、営業権20,000千

円であります。

    また、遊休状態となったイ

ンターネットサイト運営に係

る営業権について、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失として

おります。回収可能価額につ

いては正味売却価額により測

定しており、零として評価し

ております。

    減損損失は合計で25,362千

円であり、その内訳は、器具

備品806千円、ソフトウェア

4,555千円、営業権20,000千

円であります。

５ 減価償却実施額

有形固定資産 11,688千円

無形固定資産 19,391千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産 8,248千円

無形固定資産 6,703千円

５ 減価償却実施額

有形固定資産 23,714千円

無形固定資産 50,584千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

 前中間会計期間及び前事業年度に係る「中間株主資本等変動計算書関係（株主資本等変動計算書関

係）」における発行済株式に関する事項及び新株予約権等に関する事項については、中間連結財務諸表及び

連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当中間会計期間に係る注記事項のみを記載してお

ります。 

  

 前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

  １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

 当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

  １ 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

前事業年度末株式
数 (株)

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 (株) 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760

前事業年度末株式
数 (株)

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式の種類

普通株式 4,486,600 ─ ─ 4,486,600

合計 4,486,600 ─ ─ 4,486,600

自己株式の種類

普通株式  67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760



  ２ 新株予約権に関する事項 

 
(注)1. 平成17年12月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  2. 平成18年４月新株予約権の当中間会計期間の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

  3. 平成17年12月新株予約権及び平成18年４月新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

区分 内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間会計 
期間末残高 
（千円）前事業

年度末
当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

提出会社

平成13年５月 
新株引受権 

普通株式 304,000 ─ ─ 304,000 ─

平成13年11月 
新株引受権 

普通株式 3,700 ─ ─ 3,700 ─

平成15年６月 
新株予約権 

普通株式 55,400 ─ ─ 55,400 ─

平成17年12月 
新株予約権 
(注)１、３

普通株式 143,400 ─ 18,300 125,100 ─

平成18年４月 
新株予約権 
 (注)２、３

普通株式 87,500 ─ 7,000 80,500 ─

合計 ― ― ─ ─ ─ ─ ─



次へ 

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

  １ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

前事業年度末株式
数 (株)

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数 
(株）

普通株式 (株) 67,760 ― ― 67,760

合計 67,760 ― ― 67,760



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

前中間会計期間及び前事業年度については、中間連結財務諸表及び連結財務諸表における注記事項

として記載していたため、当中間会計期間に係る注記事項のみを記載しております。 

  

 
  

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成19年６月30日)

現金及び預金勘定 594,398千円

現金及び現金同等物 594,398千円

 



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 122,800

減価償却累計額 
相当額

51,073

中間期末残高 
相当額

71,726

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

有形固定資産
(器具備品)

千円

取得価額相当額 171,822

減価償却累計額
相当額

81,821

中間期末残高
相当額

90,000

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額

有形固定資産 
(器具備品)

千円

取得価額相当額 168,504

減価償却累計額
相当額

43,257

期末残高相当額 125,247

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 24,592千円

１年超 49,135千円

合計 73,728千円

②未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 37,229千円

１年超 50,912千円

合計 88,142千円  

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 35,749千円

１年超 81,840千円

合計 117,589千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 13,435千円

減価償却費相当額 12,560千円

支払利息相当額 1,114千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 13,268千円

減価償却費相当額 18,103千円

支払利息相当額 778千円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 38,058千円

減価償却費相当額 26,744千円

支払利息相当額 2,708千円

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

・リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

・リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

利息相当額の算定方法

同左

利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

  １年以内 46,243 千円

  １年超 ― 千円

  合計 46,243 千円

――― ２ オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

 １年以内 3,450 千円

 １年超 ― 千円

 合計 3,450 千円

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載

は省略しております。

(減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失

はありませんので、項目等の記載

は省略しております。



(有価証券関係) 

前中間会計期間に係る「有価証券関係」(子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く。)

については、中間連結財務諸表における注記事項として記載していたため、記載しておりません。 

 なお、前中間会計期間において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末 (平成19年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

区分
取得原価
(千円)

中間貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 80 178 98

公社債 30,131 30,204 72

合計 30,211 30,382 171

内容
中間貸借対照表計上額

(千円)

(1)その他有価証券

 非上場株式 11,845

合計 11,845

(2)子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式 0

 関連会社株式 4,900

合計 4,900



 前事業年度末（平成18年12月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

区分
取得原価
(千円)

貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

株式 80 184 104

合計 80 184 104

内容
貸借対照表計上額

(千円)

(1)その他有価証券

 非上場株式 33,334

合計 33,334

(2)子会社株式及び関連会社株式

  子会社株式 0

 関連会社株式 4,900

合計 4,900



(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間及び前事業年度における「デリバティブ取引関係」については、中間連結財務諸表

及び連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当中間会計期間に係る注記事項のみを

記載しております。 

  

 
  

(持分法損益等) 

前中間会計期間における「持分法損益等」については、中間連結財務諸表を作成していたため、記

載しておりません。 

  

   当中間会計期間(自平成19年１月１日 至平成19年６月30日) 

 
  

   前事業年度(自平成18年１月１日 至平成18年12月31日) 

 
(ストック・オプション等関係) 

 前中間会計期間及び前事業年度に係る「ストック・オプション等関係」については、中間連結財務

諸表及び連結財務諸表における注記事項として記載していたため、当中間会計期間に係る注記事項の

みを記載しております。 

  

  当中間会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6月30日） 

 該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

  当中間会計期間（自平成19年1月1日 至平成19年6月30日） 

    該当事項はありません。 

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

当社が利用しているデリバティブ取引については、すべてヘッジ会計を適用しているので記載

を省略しております。

関連会社に対する投資の金額(千円) 4,900

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 64,918

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額(千円) △17,938

関連会社に対する投資の金額(千円) 4,900

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 82,857

持分法を適用した場合の投資利益又は損失(△)の金額(千円) △33,087



前へ   次へ 

(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の 

算定上の基礎 
  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

117円07銭 101円63銭 151円87銭

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純損失 １株当たり当期純利益

2円44銭 50円25銭 37円47銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

希薄化効果を有している潜在株式

がないため記載しておりません。

１株当たり中間純損失であるため

記載しておりません。

希薄化効果を有している潜在株式

がないため記載しておりません。

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

中間(当期)純利益又は中間純損失
(△)           (千円)

10,640 △222,052 164,633

普通株主に帰属しない金額

(千円)
― ─ ―

普通株式に係る中間(当期)純利益

又は中間純損失(△)      (千円)
10,640 △222,052 164,633

普通株式の期中平均株式数

(株)
4,368,984 4,418,840 4,394,117

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含まれなかった潜

在株式の概要

(新株引受権)

 臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,397個)

 臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 67個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 599個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 1,687個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権 1,035個)

これらの詳細について
は、「第４提出会社の状
況１株式等の状況(2)新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。

(新株引受権)

 臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,040個)

 臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 37個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 554個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 1,251個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権 805個)

これらの詳細について
は、「第４提出会社の状
況１株式等の状況(2)新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。

(新株引受権)

 臨時株主総会決議日

平成13年５月28日

(新株引受権 3,040個)

 臨時株主総会決議日

平成13年11月16日

(新株引受権 37個)

(新株予約権)

株主総会決議日

平成15年３月27日

(新株予約権 554個)

株主総会決議日

平成17年３月25日

(新株予約権 1,434個)

株主総会決議日

平成18年３月24日

(新株予約権 875個)

これらの詳細について
は、「第４提出会社の状
況１株式等の状況(2)新
株予約権等の状況」に記
載のとおりであります。



(重要な後発事象) 

  

 

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

――― ――― １ ストックオプション(新株予約

権)について

(1) 当社は、取締役及び監査役に対

してストックオプションとして割

当てる新株予約権が取締役の報酬

等の一部であると位置づけられた

ことに伴い、平成19年２月19日開

催の取締役会において、当社取締

役及び監査役に対するストックオ

プション報酬額（枠）及び内容を

決定する議案を、平成19年３月28

日開催予定の第10期定時株主総会

に提案することを決議いたしまし

た。

・新株予約権の目的となる株式

の種類

当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

当社取締役及び監査役

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数

取締役は当社普通株式

70,000株、監査役は当社普

通株式10,000株を各事業年

度に係る定時株主総会の日

から１年以内に発行する新

株予約権により交付を受け

ることができる株式の数の

上限とする。

② 新株予約権の総数

取締役は700個、監査役は

100個を各事業年度に係る

定時株主総会の日から１年

以内に発行する新株予約権

の上限とする。(新株予約

権１個につき普通株式100

株。ただし、①に定める株

式の数の調整を行った場合

は、同様の調整を行う。)

③ 新株予約権の価額

金銭の払込を要しないもの

とする。



 

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

④ 新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額

は、新株予約権の行使によ

り交付を受けることができ

る株式１株当たりの払込金

額（以下、「行使価額」と

いう。）に当該新株予約権

の目的となる株式の数を乗

じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を

割り当てる日（以下、「割

当日」という。）の属する

月の前月の各日（取引が成

立していない日を除く。）

における大阪証券取引所に

おける当社普通株式の普通

取引の終値の平均値に1.1を

乗じた金額（１円未満の端

数は切上げ）とする。

ただし、当該金額が割当日

の前日の終値（当該日に終

値がない場合、それに先立

つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該終値とする。

・新株予約権を行使することが

できる期間

割当日後２年を経過した日の

翌日から５年以内とする。

(2) 当社は、平成19年２月19日開催

の取締役会において、会社法第

236条、第238条及び第239条の規

定に基づき、以下のとおりストッ

クオプションとして、株主以外の

者に対して特に有利な条件をもっ

て新株予約権を発行することの承

認を求める議案並びに本件新株予

約権の募集事項の決定を取締役会

に委任することの承認を求める議

案を、平成19年３月28日開催予定

の第10期定時株主総会に提案する

ことを決議いたしました。

・新株予約権の目的となる株式

の種類

当社普通株式

・新株予約権割当の対象者

当社の従業員及び当社子会社

の取締役、監査役並びに従業

員に割り当てるものとする。



前へ 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

・新株予約権発行の要領

① 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数

当社普通株式60,000株を上

限とする。

② 新株予約権の総数

600個を上限とする。(新株

予約権１個につき普通株式

100株。ただし、①に定め

る株式の数の調整を行った

場合は、同様の調整を行

う。)

③ 新株予約権の価額

金銭の払込を要しないもの

とする。

④ 新株予約権の行使に際して

出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際し

て出資される財産の価額

は、新株予約権の行使によ

り交付を受けることができ

る株式１株当たりの払込金

額（以下、「行使価額」と

いう。）に当該新株予約権

の目的となる株式の数を乗

じた金額とする。

行使価額は、新株予約権を

割り当てる日（以下、「割

当日」という。）の属する

月の前月の各日（取引が成

立していない日を除く。）

における大阪証券取引所に

おける当社普通株式の普通

取引の終値の平均値に1.1

を乗じた金額（１円未満の

端数は切上げ）とする。

ただし、当該金額が割当日

の前日の終値（当該日に終

値がない場合、それに先立

つ直近日の終値）を下回る

場合は、当該終値とする。

・新株予約権を行使することが

できる期間

平成23年１月１日から平成26

年12月31日までの期間で取締

役会が決定する期間とする。



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第10期(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日)

平成19年３月29日 
近畿財務局長に提出

(2) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号(特定子会社の
異動)の規定に基づくもの。

 
平成19年１月10日 
近畿財務局長に提出



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年９月13日

株式会社 エルゴ・ブレインズ 

取締役会 御中 

  
 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連

結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社エルゴ・ブレインズ及び連結子会社の平成18年6月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 
  
追記情報 

 

   
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

あずさ監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  酒  井  弘  行  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  湯  口     豊  ㊞

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間においては92,073千円の営業

利益を計上しているが、前々連結会計年度において757,709千円、前連結会計年度において759,812千円

と過去連続して営業損失を計上しており、当中間連結会計期間における事業収入は計画どおりには伸び

ておらず、未だ収益基盤が安定した状況にはないことから、当中間連結会計期間末日において継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されてい

る。中間連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連

結財務諸表には反映していない。
 

２．中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期

間から固定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間連結財務諸表を作

成している。

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年９月13日

株式会社 エルゴ・ブレインズ 

取締役会 御中 

  
 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年1月1日から平成18年12月31日までの第10期事業年度の中間会

計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社エルゴ・ブレインズの平成18年6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る中間会計期間（平成18年1月1日から平成18年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 
  
追記情報 

 

   
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

あずさ監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  酒  井  弘  行  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  湯  口     豊  ㊞

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は当中間会計期間においては92,437千円の営業利益

を計上しているが、前々事業年度において680,580千円、前事業年度において783,722千円と過去連続し

て営業損失を計上しており、当中間会計期間における事業収入は計画どおりには伸びておらず、未だ収

益基盤が安定した状況にはないことから、当中間会計期間末日において継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。
 

２．中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固

定資産の減損に係る会計基準を適用しているため、当該会計基準により中間財務諸表を作成している。

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年９月18日

株式会社 エルゴ・ブレインズ 

取締役会 御中 

  
 

   

   

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社エルゴ・ブレインズの平成19年1月1日から平成19年12月31日までの第11期事業年度の中間会

計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意

見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社エルゴ・ブレインズの平成19年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了

する中間会計期間（平成19年1月1日から平成19年6月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前事業年度において251,471千円の営業利益を計上

しているが、当中間会計期間において178,138千円の営業損失を計上しており、また営業キャッシュ・フロ

ーについても173,972千円のマイナスとなっており、従って、未だ収益基盤が安定した状況にはないと判断

され、当中間会計期間末において継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経

営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような

重要な疑義の影響を中間財務諸表には反映していない。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 
  

 

あずさ監査法人

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  酒  井  弘  行  ㊞

指 定 社 員 
業務執行社員

公認会計士  湯  口     豊  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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